
2024年11月26日

加入者・事業所ご担当者　各位、

（健保組合WEB掲載）

　本年8月26日付ご案内の続報として、本年12月1日までに当健保組合が発行した/する健康保険証（ プラスティックカード）を保有

している / 12月1日までに保有する 方を対象としてご案内しております。

※　12月2日以降は、新たに保険証は発行されず、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞと一体となったマイナ保険証移行されますが、経過措置として、

　　被保険者・被扶養者資格が有効である限り 2025年12月1日まで 使用可能です。

　前回のご案内にて資格確認書につき、『未確定事項を含め、確定後別途周知します』としておりました件も含め、あらためて

以下ご案内申し上げます。

①【資格情報のお知らせ】（素材：紙  / サイズ：はがき大）

➣ 対象者 『本年8月18日以降 12月1日まで』の新規資格取得者で 健康保険証を保有している / 12月1日までに保有する 方

※　本年8月17日在籍者の方(以前の資格取得者）は、8月17日付にて発行・9月末迄に配布済ゆえ対象外

➣ 内　容 健康保険証記号・番号・枝番、氏名、本人負担割合、資格取得日 及び保険者名を記載

➣ 目　的 （マイナ保険証が利用出来ない場合を含め）健康保険資格情報確認

※　当該お知らせ単独では 健康保険適用とはならない（窓口にて本人10割負担）

➣ 発　行 2024年12月中を目途に発行・事業所経由配布

※　発行以前は、 2025年12月2日まで 利用可能な現行保険証にて資格情報確認可能

➣ 再発行 再発行しない

・回収 資格喪失時等無効時の返却 / 回収 不要

➁【資格確認書】（素材：プラスティック / サイズ ：現行保険証と同じ（カード））

➣ 対象者 当該確認書一斉発行日（未定なるも2025年11月中を予定）時点においてマイナ保険証を利用出来ない方

※　マイナ保険証不保有及び、その他のやむを得ない理由に拠り利用不可と判断される場合に限る

➣ 内　容 現行保険証記載事項に加え、有効期限等を記載（サンプルご参照）

➣ 目　的 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞを保有しない場合を含め、マイナ保険証を利用出来ない場合の（従来の保険証に代わる）健康保険資格

確認手段として医療機関・薬局等窓口にて提示する

➣ 発　行 未定なるも2025年11月中を目途に本状における発行対象者に対して（同日）一斉発行

※　申請の是非、手続き等については、別途確定後案内

➣ 有効期限 ５年間を限度とするも、発行日に限らず一律同一日（2029年10月末頃を目途）を予定

➣ 再発行 申請により再発行する　（ただし、再発行手数料を徴収）

・回収 資格喪失、有効期限満了、マイナ保険証利用登録等により不要となった資格確認書は、任意継続の方は当組合に直接、

それ以外の方は、所属事業所経由にて要返却（回収義務は事業所）

添付） 【資格確認書】サンプル

以　上

健康保険証廃止・マイナ保険証への移行に際して（その２）

川崎汽船健康保険組合

【資格確認書】及び【資格情報のお知らせ】の交付について



（表：本人）

（表：家族）

（裏：本人・家族共通）

【添付（資格確認書サンプル）】


